
1 
 

 

～平成 26 年 第 3２号～
   

 
       編集：国土交通省総合政策局公共交通政策部 

 

平素より、当メールマガジンを御愛読いただきありがとうございます。 

お盆も終わり、徐々に夏が過ぎようとしておりますが、皆様いかがお過ごし

でしょうか。とはいいつつ８月も終盤となりましたが、東京ではまだ外に出れ

ば蝉の声が聞こえ、残暑が厳しいです。そんな中ですが、今月も皆様に有益な

情報をお届けできるようメールマガジンを配信させていただきます。 

 

今月ははじめに、先月着任いたしました、国土交通省総合政策局交通支援課

長よりご挨拶させていただいたあと、先月とりまとめられた「国土のグランド

デザイン 2050」の概要についてご紹介させていただきます。「国土のグランドデ

ザイン 2050」は、2050 年を見据えた、国土づくりの理念や考え方を示すもので、

国土交通省の中でも大きな施策の一つです。その他、交通政策審議会交通体系

分科会地域公共交通部会の最終とりまとめを８月６日に公表いたしましたので、

そのご報告をさせていただきます。ぜひご一読いただき、関心を持っていただ

ければ幸いです。 
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ご挨拶（国土交通省総合政策局交通支援課長 髙桒 圭一） 

 

 ７月８日付けで、坪井課長の後任として交通支援課長に着任しました髙桒圭一

と申します。「地域公共交通確保維持改善事業」のとりまとめなどを担当してい

ます。 

 

 公共交通と自分とのつながりを考えてみますと、私は大阪府の出身で、高校

まで大阪で過ごしましたが、実家には車がありませんでしたので、遠くに出か

ける際にはもっぱら公共交通（特に鉄道）のお世話になっていました。さらに、

大学で東京に出て、就職した後は、東京以外に名古屋、大阪、神戸、福岡での

勤務を経験しましたが、これまでの居住地がいずれも公共交通が充実した地域

で、車を持つ必要がなかったため、私にとって公共交通は、日常生活で大変身

近な存在でした。 

 

 したがって、外出する際に鉄道やバスの路線図・時刻を調べて公共交通を利

用するということは、私にはごくごく自然なことで、公共交通の利用に全く抵

抗感がないのですが、一方で、利用可能な公共交通があっても利便性の観点等

からマイカーを選択される方が多くいることも事実です。私は前職では、鉄道

駅のバリアフリー化の促進などを担当していましたが、高齢者などから、駅の

階段がつらいのでエレベーターを設置してほしいとの切実な声が多く寄せられ

ていることを知りました。これは一例ですが、公共交通の利用促進のためには、

利用者の声に耳を傾けて公共交通のサービスを向上していくことの重要性を痛

感しました。 

 

 また、日本全国を見渡すと、地域公共交通の確保・維持自体が大きな課題と

なっている地域が多く存在します。7月中旬には、地域のコミュニティバスの運

行や鉄道の上下分離の取り組みなどについて、現地で直接自治体の方などから

お話をうかがう機会があり、大変勉強になりました。これからも、地域の公共

交通に携わる方々から可能な限りお話を伺い、現状と課題をしっかりと理解し

たうえで、地域公共交通をよりよいものにしていくために何ができるのか、し

っかりと考え、地域公共交通に対する支援策を充実させていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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「国土のグランドデザイン２０５０～対流促進型国土の形成～」の策定

について                     （国土政策局総合計画課） 

 

国土交通省では、急速に進む人口減少による地域消滅、巨大災害の切迫等の

危機意識を共有しつつ、２０５０年という長期を見据え、未来を切り開いてい

くための国土づくりの理念・考え方を示すものとして、７月４日に、「国土のグ

ランドデザイン２０５０～対流促進型国土の形成～」をとりまとめ、公表しま

した。 

 ２０５０年の国土を構想する際に認識すべき時代の潮流と課題としては、ま

ずは急激な人口減少、少子化があげられます。現在、約１億２７００万人の我

が国の人口は、２０５０年には約９７００万人になると推計されていますが、

全国を１km のメッシュでみると、２０５０年には居住地域の６割以上で人口が

半分以下に減少し、うち２割が無居住化すると推計されます。地域消滅の危機

とも言える状況です。その他、異次元の高齢化の進展、都市間競争の激化など

グローバリゼーションの進展、巨大災害の切迫、インフラの老朽化等の課題が

挙げられます。 

 これらの課題に対応すべく、グランドデザインで打ち出した基本的考え方は

「コンパクト＋ネットワーク」です。人口減少下において、集約化（コンパク

ト化）とともに各地域をネットワーク化し、各種の都市機能に応じた圏域人口

が確保されることで、人口減少下でも質の高いサービスを効率的に提供し、新

たな価値を創造することにより、国全体の生産性を高める国土構造を構築する

ことができます。また、コンパクトになる各地域が「多様性」を再構築し、そ

の魅力に常に磨きをかけていくことにより、人・モノ・情報の「対流」を生み

出していく必要があります。 

 このような考え方の下、目指すべき国土像を実現するために、１２の基本戦

略を設定しました。例えば「小さな拠点」の形成です。集落が散在する地域に

おいて、商店や診療所など、日常生活に不可欠な施設・機能を歩いて動ける範

囲に集め、そのような中核となる集落と周辺地域とをネットワークでつなぐこ

とにより、持続可能で新たな価値を生み出す地域づくりを目指すものです。次

に「高次地方都市連合」。これは、複数の地方都市等が高速道路等のネットワー

クを活用して一定規模の人口（概ね３０万人）を確保し、相互に各種高次都市

機能を分担し連携するものです。 

 目指すべき国土の姿は、実物空間と知識・情報空間が融合した「対流促進型

国土」です。地球表面の実物空間（２次元的空間）とＩＣＴの発達に支えられ

た知識・情報空間が融合したいわば「３次元的な国土構造」の中で、地域が個

性を磨き、多様性を進化させて数多くの小さな対流が生まれ、それらがダイナ

ミックな対流の発生につながっていく国土です。また、依然として進展する東

京一極集中からの脱却を図るべく、地域間の人の対流を活発化させつつ、東京
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から地方への人の流れを創出することが必要です。 

 このグランドデザインを素材として、我が国の未来の国土や地域の姿につい

て、幅広い国民の皆様の間で活発な議論が展開されることを期待しています。

また、国土交通省では、本グランドデザインも踏まえ、現行の国土形成計画（全

国計画及び広域地方計画）の見直しに着手することとしています。 

 

▽「国土のグランドデザイン２０５０～対流促進型国土の形成～」の詳細は、

下記をご参照ください。 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000043.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000043.html
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交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会の最終とりまとめ

について 

（国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課） 

 

交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会では、平成２５年９月より

「地域の関係者間の役割分担と合意の下で公共交通の充実を図る仕組みの構築」

を中心とした今後の地域公共交通政策のあり方について審議してきましたが、

このたび、その最終とりまとめ「地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠

組みとその活用に関する基本的な考え方」がとりまとめられ、平成２６年８月

６日に公表されました。この最終とりまとめは、1月に公表された中間とりまと

めに、同とりまとめで検討事項となっていた新たな制度的枠組みの活用に関す

る事項を追加したものとなっております。 

 

★最終とりまとめでの追加事項のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

①資金的支援のあり方・考え方について 

○地域公共交通に関する施策の効果を最大化するためには、計画を作成するやる気の

ある地域に対して、集中的に支援を実施し、地域の創意工夫を後押しすることも重要。

〇このため、国土交通大臣が認定した地域公共交通再編実施計画に基づいて地域公共

交通ネットワークを再構築する取組みに対して、国は、重点的に支援することにより、

同計画の実行性や同計画に基づく地域の主体的な取り組みの持続可能性を高めるこ

とを検討すべき。 

○予算措置のみならず、地域公共交通に係る施設整備等の促進に資する税制特例、交

通再編に必要となる設備投資等の促進に資する財政投融資制度等も含めた多様な支

援措置についても、幅広く検討すべき。  
 

②改正後の地域公共交通活性化再生法の円滑な運用について 

○新たな制度的枠組みの運用に当たっては、地域の取組みの効果が十分発揮されるよ

う、環境整備を進めることが重要であり、  

・合意形成の促進  

・ケーススタディの実施  

・地方公共団体に対するノウハウ面での支援  

・情報・データの積極的な活用・研究開発等  

・制度の周知・徹底               などの取組みを行う必要がある。 
 

③地域公共交通を担う人材の確保・育成について 

○地域公共交通に関する取組みを促進するために必要な人材を育成することを目的

として、国はシンポジウム、研修会、人材育成セミナー等を通じて、地方自治体、交

通事業者等を対象とした人材育成の取組みを支援すべき。  

○国は、公共交通について知識や経験を有する先進的な地方公共団体の実務担当者や

学識経験者、交通事業に従事したことのあるＯＢなどの人材を地方公共団体等に紹介

し、その取組みをサポートすることが必要がある。  
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国土交通省 SUMMER JOB 2014 のご報告について             

（国土交通省総合政策局公共交通政策部） 

 

 

 

 

 

 

 

④新たなビジネスモデルの創出 

○地域公共交通の活性化のためには、事業者や地方自治体による既存の経営スタイ

ルにとらわれない新たなビジネスモデルを生み出すことも有効な手段である。  

○地域公共交通に関する事業の安定的な運営を確保するためには、産業競争力強化

法や地域経済活性化支援機構法の枠組みを活用した事業再編や事業再生を通じ、地

域公共交通に関する事業の基盤強化が円滑に進むよう、国も的確に対応する必要が

ある。 

▽本とりまとめの本文については、下記をご参照ください。 

 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo12_sg_000082.html 

 
 

 
国土交通省では、大学生・大学院生のキャリア観形成支援のため、毎年“国

土交通省 SUMMER JOB”を開催しております。実際に政策立案を学生に体験して

もらい、国家公務員の仕事のイメージや国土交通省の雰囲気を知ってもらうこ

とを狙いとして行っておりますが、今年も“国土交通省 SUMMER JOB 2014”と題

して開催いたしました。 

今年は、①産業・市場の活性化、②豊かな暮らしの実現、③インフラ輸出の

推進、④国際競争力の強化の４つをテーマとし、公共交通政策部では、都市局

と連携して、②について、豊かな暮らしの実現～魅力あるまちづくりの推進・

地域交通の充実～と題して行いました。 

 学生は５日間にわたり、講義や現場見学等で見聞を広め、それらを踏まえて

最終日に政策提言を行いましたが、現場見学では、「住民とともに目指す地域交

通の充実」として、大田区と（株）東急バスにご協力いただき、大田区の公共

交通政策や路線バス事業について学びました。大田区では、交通不便地域を解

消するため、地域住民、区、関係機関等による導入検討を行い、（株）東急バス

に委託して、コミュニティバス「たまちゃんバス」を運行しています。そこで

当日は、大田区役所の方、（株）東急バ

スの方双方からお話を伺った後、実際

に「たまちゃんバス」に乗車しました。

地方自治体や事業者の方々から、導入

時の苦労話等を聞きながら、実際に乗

車しその現場を見たことは、学生にと

って貴重な経験になったことと思いま

す。また、乗車後には、（株）東急バス

の営業所も見学し、バスロケーションコミュニティバス「たまちゃんバス」

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo12_sg_000082.html


システム等の路線バスの運行システムやダイヤ改正等について、お話を伺いま

した。 

 今回の SUMMER JOB は、ほんの一部ではありますが、学生に公共交通の現場を

知ってもらうことができたことから、公共交通政策部にとっても、良い取り組

みだったのではと考えております。 
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★今後の国土交通省（本省）の動き 
 

※全て現時点での予定です。日程等が変更になる場合もございます。 

 

日程 内容 

 

社会資本整備審議会計画部会及び交通政策審議会交通体系分

科会計画部会合同会議 「交通政策基本計画 中間とりまと

め」の公表 

夏頃 

 

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を

改正する法律」の施行 

１０月下旬 

～１１月中旬 

 

 

 

 

 

編集後記 

いつもご愛読いただきありがとうございます。国土交通省総合政策局公共交

通政策部交通計画課の池田です。 

 

メールマガジンの冒頭で、徐々に夏が過ぎようとしていると書きましたが、

夏らしいこととして、今年の夏は、8 月の始めに江戸川区の花火大会に行ってま

いりました。私の地元は海沿いにあるため、今までは海から上がる花火を見て

きましたが、今回は初めて川から上がる花火を見ました。そこまで混雑してお

らず、河川敷に座りながらの花火もなかなかいいものだなと思って帰って参り

ました。私の中では、夏と言ったら花火なのですが、皆様は夏と言ったら何を

思い浮かべるでしょうか。（夏の終わりにこのようなお話で恐縮ですが、夏が終

わってしまうのは悲しいです。。。） 

 

お盆も終わって、公共交通政策部も、「交通政策基本計画 中間とりまとめ」の公

表や「改正地域公共交通活性化再生法」の施行に向けて、今週からまたいろいろ

と動き始めております。今後も引き続き、本メールマガジンをご愛読いただけ

れば嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。 



★全国に共有したい情報等ございましたら、下記問い合わせ先または最寄りの

地方運輸局企画観光部交通企画課まで御連絡ください。 
 

 

【問い合わせ先】 
 

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課 池田 
 

〒１００-８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階） 
 

ＴＥＬ  ： ０３－５２５３－８２７５（直通）    

FAＸ   ： ０３－５２５３－１５１３ 

Ｅ-mail ： koutukeikaku_joho@mlit.go.jp 
 

★国土交通省ＨＰ（情報発信のページ） ： 

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html  
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国土交通省総合政策局

公共交通政策部 

ゆるきゃら のりたろう

 

mailto:koutukeikaku_joho@mlit.go.jp
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html

